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年

金

国
民
年
金
保
険
料
の
口
座
振

替
は�
早
割
�が
お
得
で
す
！

保
険
料
を
当
月
末
の
口
座
振
替

（
早
割
）
に
す
る
と
、
月
々
５０
円

の
お
得
で
す
。

し
か
も
、
現
金
納
付
と
違
っ
て

毎
月
銀
行
な
ど
の
窓
口
で
保
険
料

を
納
め
る
手
間
が
な
く
な
り
ま
す
。

お
得
で
、
便
利
・
安
心
・
確
実

な
口
座
振
替
を
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

【
手
続
き
先
】

社
会
保
険
事
務
所
に
「
国
民
年

金
保
険
料
口
座
振
替
納
付
（
変
更
）

申
出
書
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

「
国
民
年
金
保
険
料
口
座
振
替
納

付
（
変
更
）
申
出
書
」
は
、
社
会

保
険
事
務
所
、
役
場
の
町
民
課
年

金
係
、
金
融
機
関
に
あ
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

松
山
西
社
会
保
険
事
務
所
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特
別
障
害
給
付
金
制
度
に

つ
い
て

【
新
制
度
】

特
別
障
害
給
付
金
制
度
の
概
要

国
民
年
金
に
任
意
加
入
し
て
い

な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
障
害
基

礎
年
金
な
ど
を
受
給
し
て
い
な
い

障
害
者
の
方
に
つ
い
て
、
国
民
年

金
制
度
の
発
展
過
程
で
生
じ
た
特

別
な
事
情
を
考
慮
し
、
福
祉
的
措

置
と
し
て
「
特
別
障
害
給
付
金
制

度
」
が
平
成
１７
年
４
月
１
日
創
設

さ
れ
ま
し
た
。

�

支
給
の
対
象
と
な
る
方

�

平
成
３
年
３
月
以
前
に
国
民

年
金
任
意
加
入
対
象
で
あ
っ
た

学
生

�

昭
和
６１
年
３
月
以
前
に
国
民

年
金
任
意
加
入
対
象
で
あ
っ
た

被
用
者
な
ど
の
配
偶
者
で
あ
っ

て
、
当
時
、
任
意
加
入
し
て
い

※

な
か
っ
た
期
間
内
に
初
診
日
が

あ
り
、
現
在
、
障
害
基
礎
年
金

の
１
級
、
２
級
相
当
の
障
害
の

状
態
に
あ
る
方
。
た
だ
し
、
６５

歳
に
達
す
る
日
の
前
日
ま
で
に

当
該
障
害
状
態
に
該
当
さ
れ
た

方
に
限
ら
れ
ま
す
。

な
お
、
障
害
基
礎
年
金
や
障

害
厚
生
年
金
、
障
害
共
済
年
金

な
ど
を
受
給
す
る
こ
と
が
で
き

る
方
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
給
付
金
を
受
け
る
た

め
に
は
、
社
会
保
険
事
務
局
（
社

会
保
険
庁
）
で
の
認
定
が
必
要

に
な
り
ま
す
。

※

障
害
の
原
因
と
な
る
傷
病

に
つ
い
て
初
め
て
医
師
又
は

歯
科
医
師
の
診
療
を
受
け
た
日

�

支
給
額

障
害
基
礎
年
金
１
級
相
当
に
該

当
す
る
方
…
平
成
１８
年
度
基
本
月

額
４
９
�８
５
０
円
（
２
級
の
１
・

２
５
倍
）

障
害
基
礎
年
金
２
級
相
当
に
該

当
す
る
方
…
平
成
１８
年
度
基
本
月

額
３
９
�８
８
０
円

○

支
給
額
は
、
毎
年
度
物
価
の

変
動
に
応
じ
て
改
定
さ
れ
ま
す
。

○

本
人
の
所
得
が
一
定
の
額
以

上
で
あ
る
と
き
は
、
支
給
が
全

額
又
は
半
額
に
制
限
さ
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

○

老
齢
年
金
、
遺
族
年
金
、
労

災
補
償
な
ど
を
受
給
さ
れ
て
い

る
場
合
に
は
、
そ
の
受
給
額
相

当
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

○

経
過
的
福
祉
手
当
を
受
給
さ

れ
て
い
る
場
合
に
は
、当
該
手
当

て
の
受
給
資
格
は
喪
失
し
ま
す
。

�

請
求
手
続
の
窓
口
な
ど

�

６５
歳
以
上
の
方
へ

原
則
と
し
て
、
６５
歳
に
達
す

る
日
の
前
日
ま
で
に
請
求
し
て

い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、

平
成
１７
年
４
月
１
日
時
点
で
６５

歳
を
超
え
て
い
る
方
に
つ
い
て

は
、
平
成
２２
年
３
月
３１
日
ま
で

請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
平
成
１７
年
４
月
１
日
以

降
か
ら
間
も
な
く
６５
歳
に
達
す

る
方
に
つ
い
て
も
、
６５
歳
を
超

え
て
か
ら
一
定
期
間
は
請
求
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
経
過
措
置

が
設
け
ら
れ
ま
す
。

�

窓
口

請
求
の
窓
口
は
、
役
場
町
民

課
年
金
係
で
す
。

な
お
、
特
別
障
害
給
付
金
の

審
査
・
認
定
・
支
給
事
務
は
、

社
会
保
険
事
務
局
（
社
会
保
険

庁
）
が
行
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

役
場
町
民
課
年
金
係

�
９
８
５
―
４
１
０
６

※ 初回の口座振替月で２か月分の保険料（前月分と当月分の保険
料）が引き落としとなり、その後の毎月の保険料が５０円引きとな
ります。
※ 引落日（月末）が休日の場合は、翌営業日となります。

介護保険料の天引き（特別徴収）の
対象となる年金が拡大されました

これまで、介護保険料の天引き（特別徴収）の対象となる年金は、
老齢・退職年金（年額１８万円以上受給されている方）とされていま
したが、平成１８年１０月から、遺族年金、障害年金も対象となりまし
た。今後の介護保険料は年金から天引きされます。
※ 老齢福祉年金についてはこれまでどおり対象となりません。

問い合わせ 役場介護保険課総務管理係 �９８５－４１１５

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

◆
年
金

◆
税

◆
介
護

１２月分

１３，８６０円

（翌月末支払）

１３，８１０円

（１２月末引落）

１１月分

１３，８６０円

（翌月末支払）

１３，８１０円

（１０月分１１月分を、１１月末に引落）

１０月分

１３，８６０円

（翌月末支払）

１３，８６０円

保険料

支払い日

保険料

引落日

毎月、現金で
納める場合

１１月から口座
振替で早割に
した場合
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